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(57)【要約】
【課題】十分に長期にわたって安定的に気体を生じさせ
ることが可能な気体発生装置を提供すること。
【解決手段】本発明に係る気体発生装置は、第１の液体
を収容する第１の容器と、第２の液体を収容する第２の
容器と、第１の液体と接触する第１の吸液部、第２の液
体と接触する第２の吸液部、及び、第１の液体と第２の
液体の化学反応による気体を生じさせる蒸散部を有する
吸液材とを備える。第１の吸液部及び第２の吸液部を通
じて第１の液体及び第２の液体が蒸散部に染み出すよう
にして供給され、蒸散部において液－液反応が生じるこ
とで十分に安定的に且つ長期にわたって気体を発生させ
ることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の液体を収容する第１の容器と、
　第２の液体を収容する第２の容器と、
　前記第１の液体と接触する第１の吸液部、前記第２の液体と接触する第２の吸液部、及
び、前記第１の液体と前記第２の液体の化学反応による気体を生じさせる蒸散部を有する
吸液材と、
を備える気体発生装置。
【請求項２】
　前記気体は二酸化塩素又は二酸化炭素である、請求項１に記載の気体発生装置。
【請求項３】
　前記第１の容器及び前記第２の容器を保持する容器保持体を更に備え、前記第１の容器
及び前記第２の容器は前記吸液材が挿入される開口を上方にそれぞれ有し、前記蒸散部が
前記第１の容器及び前記第２の容器の上方に配置されている、請求項１又は２に記載の気
体発生装置。
【請求項４】
　前記第１の容器及び前記第２の容器を保持する容器保持体を更に備え、前記第１の容器
及び前記第２の容器は液体排出用の開口を下方にそれぞれ有し、前記蒸散部が前記第１の
容器及び前記第２の容器の下方に配置されている、請求項１又は２に記載の気体発生装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は気体発生装置に関し、より詳しくは化学反応によって二酸化塩素や二酸化炭素
などの気体を発生させる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の化学物質を混合することによって気体を発生させる装置が知られている。例えば
、下記特許文献１，２に記載の装置は除菌や、消臭の作用を有する二酸化塩素ガスを発生
させるためのものである。特許文献１に記載の装置はゲル状の安定化二酸化塩素と粒状ク
エン酸を接触させて二酸化塩素ガスを発生させ、他方、特許文献２に記載の装置は亜塩素
酸ナトリウムの粉末と酸性液を接触させて二酸化塩素ガスを発生させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２５６１４１号公報
【特許文献２】特開２００９－２３４８８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、除菌等の用途に用いられる二酸化塩素ガスの他にも、日常生活においては種
々の目的のために気体が利用されている。例えば、二酸化炭素は蚊を吸引する作用を有し
、蚊をおびき寄せて捕獲するのに利用されている。
【０００５】
　従来、液体同士を混合して液－液反応によって気体を発生させる場合、反応性が高いた
めに気体の発生量をコントロールすることが困難であった。上記特許文献１，２に記載の
発明にあっては、混合する化学物質をゲル状、粒状又は粉状としたことで、ある程度は気
体の発生量のコントロールが可能となった。
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の装置は、二酸化塩素ガスを発生させるに際して振動を与え
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て粒状クエン酸をゲル状の安定化二酸化塩素の上面に落下させる必要がある。他方、特許
文献２に記載の装置は、亜塩素酸ナトリウムの粉末を収容した袋を開封して当該粉末を容
器に入れ、そこに酸性液を注入するタイプであるため、酸性液の注入直後に多量の気体が
発生し、その後は短時間のうちに気体の発生量が低下する。
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、従来と比較して長期にわたって安定的
に気体を生じさせることが可能な気体発生装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る気体発生装置は、第１の液体を収容する第１の容器と、第２の液体を収容
する第２の容器と、第１の液体と接触する第１の吸液部、第２の液体と接触する第２の吸
液部、及び、第１の液体と第２の液体の化学反応による気体を生じさせる蒸散部を有する
吸液材とを備える。
【０００９】
　上記気体発生装置においては、第１の吸液部及び第２の吸液部を通じて第１の液体及び
第２の液体が蒸散部に染み出すようにして供給される。このため、振動等を与えなくても
蒸散部において第１の液体及び第２の液体による液－液反応が徐々に進行し、十分に安定
的に且つ長期にわたって気体を発生させることができる。気体が安定的に発生することで
、気体を発生させるべき環境において発生気体の濃度を所望の範囲に十分にコントロール
できる。
【００１０】
　上記気体発生装置の発生気体は二酸化塩素又は二酸化炭素とすることができる。発生気
体が二酸化塩素である場合、第１の液体は亜塩素酸塩の水溶液とし、一方、第２の液体は
酸性物質の水溶液とすればよい。発生気体が二酸化炭素である場合、第１の液体は炭酸水
素ナトリウムの水溶液とし、一方、第２の液体は酸性物質の水溶液とすればよい。
【００１１】
　上記吸液材は気孔率が２０～８０％の多孔性材料からなることが好ましい。かかる構成
を採用することにより、吸液部において十分な吸液性を確保できるとともに第１の液体と
第２の液体の化学反応によって蒸散部に塩などの反応生成物が蓄積しても目詰まりを十分
に防止できる。なお、本発明でいう「気孔率」は、下記式によって算出される値を意味す
る。
【数１】

　式中、Ｗ１は水を目一杯吸収させた後の吸液材の質量（ｇ）；Ｗ０は水を吸収させる前
の吸液材の質量（ｇ）；ρは水の密度（ｇ／ｃｍ３）；Ｖは吸液材の見かけ体積（ｃｍ３

）をそれぞれ示す。
【００１２】
　上記気体発生装置の態様は、いわゆる正立型又は倒立型のいずれであってもよい。正立
型の気体発生装置は、第１の容器及び第２の容器を保持する容器保持体を更に備え、第１
の容器及び第２の容器は吸液材が挿入される開口を上方にそれぞれ有し、蒸散部が第１の
容器及び第２の容器の上方に配置された態様とすることができる。倒立型の気体発生装置
は、第１の容器及び第２の容器を保持する容器保持体を更に備え、第１の容器及び第２の
容器は液体排出用の開口を下方にそれぞれ有し、蒸散部が第１の容器及び第２の容器の下
方に配置された態様とすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、従来と比較して長期にわたって安定的に気体を生じさせることができ



(4) JP 2012-246152 A 2012.12.13

10

20

30

40

50

る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る気体発生装置の第一実施形態（正立型）を示す斜視図である。
【図２】図１に示す気体発生装置の構成を示す分解図である。
【図３】本発明に係る気体発生装置の第二実施形態（倒立型）を示す斜視図である。
【図４】図３に示す気体発生装置の構成を示す分解図である。
【図５】本発明に係る気体発生装置に適用可能な容器の他の態様を示す斜視図である。
【図６】実施例及び比較例の結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、本発明は
以下の実施形態に限定されるものではない。
【００１６】
＜第一実施形態＞
　図１，２に示す気体発生装置１０は、第１及び第２の液体をそれぞれ収容する第１及び
第２の容器１，２と、第１及び第２の吸液部３ａ，３ｂ及び気体を発生させる化学反応の
反応場をなす蒸散部３ｃを有する吸液材３と、容器１，２を保持する容器保持体５とを備
える。気体発生装置１０は、いわゆる正立型であり、蒸散部３ｃが容器１，２の上方に配
置されている。
【００１７】
　図２に示す容器１，２は、第１及び第２の液体をそれぞれ収容するためのものであり、
容器保持体５内に並ぶように配置されている。容器１，２のそれぞれの内容積は、発生さ
せる気体の種類や使用場所などによって適宜設定すればよい。容器１，２に材質としては
、液体が漏れないものであれば特に制限はなく、プラスチック、紙、金属、セラミック又
はガラス等のいずれであってもよい。ここでは容器１，２として円筒状のものを挙げたが
、容器１，２の形状はこれに限定されない。
【００１８】
　容器１，２は、吸液材３の吸液部３ａ，３ｂをそれぞれ挿入するための開口１ａ，２ａ
を上方に有する。開口１ａ，２ａはキャップ１ｂ，２ｂでそれぞれ塞ぐことが可能な構成
とすることが好ましい（図２参照）。かかる構成を採用することにより、気体発生装置１
０の製造後、キャップ１ｂ，２ｂを装着した状態で搬送等を行うことができる。
【００１９】
　容器１，２にそれぞれ収容する１及び第２の液体は、発生させる気体に応じて適宜選択
すればよい。発生させる気体としては、二酸化塩素又は二酸化炭素が挙げられる。
【００２０】
　二酸化塩素を発生させる場合、第１の液体は亜塩素酸塩の水溶液とし、一方、第２の液
体は酸性物質の水溶液とすればよい。亜塩素酸塩の水溶液（第１の水溶液）の具体例とし
ては、亜塩素酸のアルカリ金属塩（例えば亜塩素酸ナトリウム）の水溶液アルカリ土類金
属塩（例えば亜塩素酸カルシウム）の水溶液等が挙げられる。酸性物質の水溶液（第２の
水溶液）の具体例としては、クエン酸水溶液、リンゴ酸水溶液、酒石酸、リン酸、アスコ
ルビン酸等が挙げられ、これらのうち取扱いの容易性及び安全性の観点からクエン酸水溶
液、リンゴ酸水溶液、酒石酸などの食用有機酸の水溶液がより好ましい。
【００２１】
　亜塩素酸塩の水溶液及び酸性物質の水溶液の濃度は、発生させる二酸化塩素の濃度や持
続時間等に応じて適宜設定すればよい。気体発生装置１０が例えば家庭や病院などで使用
されるものである場合、亜塩素酸塩の水溶液の濃度は０．５～１５質量％程度とすればよ
く、酸性物質の水溶液の濃度も０．５～１５質量％程度とすればよい。
【００２２】
　二酸化炭素を発生させる場合、第１の液体は炭酸水素ナトリウムの水溶液とし、一方、
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第２の液体は酸性物質の水溶液とすればよい。酸性物質の水溶液（第２の水溶液）として
は、上述の二酸化塩素を発生させる場合と同様のものを採用すればよい。炭酸水素ナトリ
ウムの水溶液及び酸性物質の水溶液の濃度は、発生させる二酸化炭素の濃度や持続時間等
に応じて適宜設定すればよい。気体発生装置１０が例えば家庭や病院などで使用されるも
のである場合、炭酸水素ナトリウムの水溶液の濃度は０．５～１０質量％程度とすればよ
く、酸性物質の水溶液の濃度も０．５～１０質量％程度とすればよい。
【００２３】
　吸液材３においては、吸液部３ａ，３ｂが容器１，２からそれぞれ液体を吸い上げて蒸
散部３ｃに供給する役割を担うとともに、蒸散部３ｃが第１及び第２の液体による化学反
応の場としての役割を担う。図２に示すように、吸液部３ａ，３ｂは平板状の蒸散部３ｃ
の一方の面（下面）から当該面の法線方向に延びており、容器１，２の開口１ａ，２ａか
ら挿入されて底面１ｃ，２ｃにまで至る程度の長さを有する。なお、図１，２に示すよう
に、蒸散部３ｃを保護するためのフレーム４（例えば、プラスチック製）を蒸散部３ｃの
周縁部に設けてもよい。
【００２４】
　吸液材３を構成する吸液部３ａ，３ｂ及び蒸散部３ｃは同一の材質からなるものであっ
ても、互いに異なる材質であってもよい。更に第１及び第２の液体の特性（例えば、粘度
等）に応じて吸液部３ａ及び吸液部３ｂの材質を互いに異なるものとしてもよい。
【００２５】
　吸液部３ａ，３ｂの材質としては、毛細管現象によって容器１，２から液体をそれぞれ
吸い上げて二種類の液体が蒸散部３ｃに染み出すように供給できるものであれば特に制限
はなく、樹脂、パルプ等の有機材料やガラス等の無機材料の多孔性材料を用いることがで
きる。多孔性材料の好適例としては、パルプもしくは樹脂材料からなる不織布が挙がられ
る。樹脂材料はポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、アクリル樹脂（ＰＡ）、ポリプ
ロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）から選ばれる１種を単独で用いてもよく２種以
上を併用してもよい。
【００２６】
　吸液部３ａ，３ｂはそれぞれ複数の材質によって構成されてもよい。例えば吸液部３ａ
，３ｂは、パルプを主原料としバインダーで接着させたものであって、表面の強度、保形
性のために表裏面にティッシュ状のパルプ材、不織布などを貼った構成としてもよい。ま
た、吸液部３ａ，３ｂにそれぞれ第１及び第２の液体を保持させておくことで、使用開始
時と同時に、保持された液体が蒸散部３ｃにそれぞれ供給されて短時間のうちに蒸散部３
ｃにおいて化学反応が生じるようにしてもよい。
【００２７】
　吸液部３ａ，３ｂをそれぞれ構成する多孔性材料の気孔率、密度又は長手方向に垂直な
断面のサイズといったパラメータは、液体の粘度や容器１，２の高さ等の諸条件により適
宜設定すればよい。これらのパラメータの数値範囲は、容器１，２から液体を効率的に吸
い上げて安定的に蒸散部３ｃに液体を供給する観点から、以下の程度とすることが好まし
い。
【００２８】
　すなわち、吸液部３ａ，３ｂの気孔率は好ましくは２０～８０％であり、より好ましく
は３０～８０％である。吸液部３ａ，３ｂの密度は、好ましくは０．１５～０．４ｇ／ｃ
ｍ３である。吸液部３ａ，３ｂの断面サイズは、好ましくは３～３００ｍｍ２であり、よ
り好ましくは１２～１２０ｍｍ２である。なお、吸液部３ａ，３ｂの断面形状は円形に限
られず、矩形、楕円形又は多角形等であってもよい。
【００２９】
　蒸散部３ｃの材質としては、上述の吸液部３ａ，３ｂと同様のものを採用することがで
きる。二種類の液体の化学反応によって蒸散部３ｃに反応生成物が蓄積しても目詰まりが
生じないようにする観点から、蒸散部３ｃの気孔率は好ましくは２０～８０％であり、よ
り好ましくは３０～８０％である。同様の観点から、蒸散部３ｃの目付けは好ましくは２
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００～２０００ｇ／ｍ２であり、より好ましくは４００～１６００ｇ／ｍ２であり、厚さ
は好ましくは２～２０ｍｍであり、より好ましくは２～１６ｍｍである。
【００３０】
　なお、蒸散部３ｃは、容器１，２の開口１ａ，２ａに挿入された状態の吸液部３ａ，３
ｂから脱着自在な構成としてもよい。かかる構成を採用することで、蒸散部３ｃにおける
反応生成物の蓄積が顕著となった場合に新たな蒸散部３ｃへの交換が可能となる。
【００３１】
　容器保持体５は、容器１，２を一体的に保持するためのものである。図２に示すように
、容器保持体５は容器１，２の外面の形状に応じた形状を有しており、容器１，２を収容
した際に容器１，２の位置ズレが生じないようになっている。
【００３２】
　気体発生装置１０によれば、容器１，２にそれぞれ収容された液体が吸液部３ａ及び吸
液部３ｂを通じて蒸散部３ｃに染み出すようにして供給されることで、十分に安定的に且
つ長期にわたって蒸散部３ｃにおいて気体を発生させることができる。
【００３３】
＜第二実施形態＞
　図３，４に示す気体発生装置２０は、第１及び第２の液体をそれぞれ収容する第１及び
第２の容器１１，１２と、吸液材１３と、容器１１，１２を保持する容器保持体１５とを
備える。気体発生装置２０は、いわゆる倒立型であり、吸液材１３が容器１１，１２の下
方に配置されている。
【００３４】
　容器１１，１２は、第１及び第２の液体をそれぞれ収容するためのものであり、容器保
持体１５上に並ぶように配置されている。容器１１，１２のそれぞれの内容積は、発生さ
せる気体の種類や使用場所などによって適宜設定すればよい。容器１１，１２に材質とし
ては、液体が漏れないものであれば特に制限はなく、プラスチック、紙、金属、セラミッ
ク又はガラス等のいずれであってもよい。ここでは容器１１，１２として半球を更に半分
に割ったような形状のものを挙げたが、容器１１，１２の形状はこれに限定されない。
【００３５】
　容器１１，１２は、収容している液を排出して吸液材１３に染み込ませるための開口１
１ａ，１２ａを下方に有する。開口１１ａ，１２ａはキャップ１１ｂ，１２ｂでそれぞれ
塞ぐことが可能な構成とすることが好ましい（図４参照）。かかる構成を採用することに
より、気体発生装置２０の製造後、キャップ１１ｂ，１２ｂを装着した状態で搬送等を行
うことができる。
【００３６】
　容器１１，１２にそれぞれ収容する１及び第２の液体は、発生させる気体に応じて適宜
選択すればよい。発生させる気体としては、上述の第一実施形態と同様、二酸化塩素又は
二酸化炭素が挙げられ、第１及び第２の液体も上述の第一実施形態と同様のものを採用で
きる。
【００３７】
　吸液材１３は、平板状の形状を有し、容器１１，１２の開口１１ａ，１２ａを同時に覆
うように配置されている。本実施形態においては、図４においてそれぞれ破線で囲った領
域１３ａ，１３ｂ及び領域１３ｃが二つの吸液部及び蒸散部に相当する。すなわち、吸液
材１３における領域１３ａ，１３ｂは、容器１１，１２の開口１１ａ，１２ａにそれぞれ
対向する領域であり、領域１３ｃは二種類の液体が混ざり合って反応が生じる領域である
。
【００３８】
　吸液材１３は、気液の交換が可能な材質からなる。ここでいう「気液の交換が可能な材
質」とは、容器１１，１２内の液体が吸液材１３にそれぞれ浸透して容器１１，１２の外
部に排出されるとともに、容器１１，１２の外部から吸液材１３に浸透した空気等の気体
が容器１１，１２にそれぞれ導入され、容器１１，１２内が過度に負圧になることを抑制
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可能な材質を意味する。かかる材質の具体例としては、上述の第一実施形態における吸液
材３と同様の材質が挙げられ、これらのなかでも、ＰＥＴ又はＰＡを用いた多孔性材料を
採用することが好ましい。
【００３９】
　吸液材１３を構成する多孔性材料の気孔率や目付け、厚さ等は、液体の粘度や容器１１
，１２の内容積等の諸条件により適宜設定すればよい。開口１１ａ，１２ａから液体が流
れ出るのを防止するとともに吸液材１３において化学反応を十分に進行せしめる観点から
、吸液材１３の気孔率は好ましくは２０～８０％であり、より好ましくは３０～８０％で
ある。かかる観点及び二種類の液体の化学反応によって領域１３ｃに反応生成物が蓄積し
ても目詰まりが生じないようにする観点から、吸液材１３の目付けは好ましくは２００～
２０００ｇ／ｍ２であり、より好ましくは４００～１６００ｇ／ｍ２であり、厚さは好ま
しくは２～２０ｍｍであり、より好ましくは２～１６ｍｍである。なお、吸液材１３にお
ける領域１３ｃの反応生成物の蓄積が顕著となった場合に新たな吸液材１３に交換しても
よい。
【００４０】
　吸液材１３は、全体が同一の材質からなり略均一な物性を有するものであってもよく、
あるいは、特定の領域（領域１３ａ、領域１３ｂ又は領域１３ｃ）について他の領域と異
なる材質を配置したり異なる気孔率や厚さに設定したりしてもよい。例えば、吸液材１３
の一方面に容器１１，１２の開口１１ａ，１２ａの形状に応じた隆起部を二つ設け、これ
らの隆起部に容器１１，１２の開口１１ａ，１２ａを嵌め込むことができるようにしても
よい。
【００４１】
　容器保持体１５は、容器１１，１２及び吸液材１３を一体的に保持するとともに、スタ
ンドとしての役割を担うものである。容器保持体１５は容器１１，１２の底部の形状及び
吸液材１３の形状に応じた形状を有する保持部１５ａと、その下部に設けられたスタンド
部１５ｂとによって構成される。保持部１５ａ上に吸液材１３及び容器１１，１２を配置
することによってこれらの位置ズレが生じないようになっている。保持部１５ａには複数
の貫通孔１５ｃが形成されており、これらを通じて外部に気体が放出される。
【００４２】
　気体発生装置２０によれば、容器１１，１２にそれぞれ収容された液体が吸液材１３に
染み出すようにして供給されることで、十分に安定的に且つ長期にわたって吸液材１３（
特に領域１３ｃ）において気体を発生させることができる。
【００４３】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されるものではない。上記第一実施形態においては平板状の蒸散部３ｃを例示したが、
反応場を十分に確保できる態様であれば蒸散部３ｃの形状は特に制限はない。例えば、棒
状の多孔性材料を逆Ｕ字状に加工し、両端から上方に延びる部分を容器１，２内にそれぞ
れ挿入して吸液部とし、横方向に延びる部分を蒸散部としてもよい。
【００４４】
　また、上記第一実施形態に係る気体発生装置１０は容器保持体５を備える構成としたが
、容器１，２を一体的に保持する機能を吸液材３又は保護フレーム４に具備させた場合に
は容器保持体５を採用しなくてもよい。
【００４５】
　更に、二つの容器（第１の容器及び第２の容器）は別々のものでなくてもよく、例えば
、一つの容器内を仕切ることによってこの容器内に第１の容器及び第２の容器を画成して
もよい。図５に示す第１の容器２１及び第２の容器２２は、装置本体２５をなす容器の内
部を仕切り板２５ａで仕切ることによって画成されたものである。図５に示す状態の装置
本体２５の上方に蒸散部を配置することで正立型の気体発生装置を構成できる。この場合
も容器保持体を採用しなくてもよい。図５に示す状態から上下を逆さにして、装置本体２
５の下方に吸液材及び容器保持体を配置することで倒立型の気体発生装置を構成できる。
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【実施例】
【００４６】
　以下、本発明について実施例及び比較例によって更に詳しく説明するが、本発明は以下
の実施例に限定されるものではない。
【００４７】
（実施例１）
　図１に示す気体発生装置と同様の構成を有する装置を試作した。一方の容器に亜塩素酸
ナトリウム水溶液（濃度１３．４質量％、１００ｍＬ）を入れ、他方の容器にクエン酸水
溶液（濃度７．５質量％、１００ｍＬ）を入れた。吸液材として、ＰＰとＰＥの複合材料
からなる吸液部（２本）と、パルプ製の蒸散紙からなる蒸散部とによって構成された部材
を準備した。上記複合材料は直径８ｍｍ、気孔率７０％であった。上記蒸散紙はハトシー
トＸＣＡ（商品名、王子キノクロス株式会社製）であり、厚さ１２ｍｍ、目付量１２００
ｇ／ｍ２であった。
【００４８】
　２つの容器に亜塩素酸ナトリウム及びクエン酸水溶液をそれぞれ収容した後、２つの容
器のそれぞれの開口に吸液部を挿入した。その後、この装置を温度約２５℃、湿度なりゆ
き、無風の条件下で保存し、所定の日数経過ごとに二酸化塩素ガスの濃度を測定した。二
酸化塩素ガスの濃度は、内容積４Ｌのデシケータ内に当該装置をその都度収容し、一定の
時間静置させた後、デシケータ内の空気をＧＡＳＴＥＣ（登録商標）ＧＶ－１００及び気
体検知管（Ｎｏ．８Ｈ、２３Ｍ、２３Ｌ、株式会社ガステック製）を用いて測定した。な
お、デシケータ内には当該装置とともに小型ファンを収容し、濃度測定に先立って小型フ
ァンによってデシケータ内の空気を３分間にわたって対流させた。
【００４９】
（実施例２，３）
　亜塩素酸ナトリウム水溶液及びクエン酸水溶液の濃度を変更したことの他は、実施例１
と同様にして装置を試作し、発生する二酸化塩素ガスの濃度を測定した。表１に亜塩素酸
ナトリウム水溶液及びクエン酸水溶液の濃度を示す。
【００５０】

【表１】

【００５１】
（比較例１）
　濃度１０質量％の亜塩素酸ナトリウム水溶液１００ｍＬにクエン酸含有ゲル化剤５．４
ｇを添加することによって二酸化塩素ガスを発生させた。なお、クエン酸含有ゲル化剤は
十分量のクエン酸を吸水ポリマーに吸収させることによって調製した。
【００５２】
　図６に実施例１～３及び比較例１に係る装置から発生する二酸化塩素ガスの経時変化を
示す。
【００５３】
　実験の結果、実施例１～３は、１４日間にわたり安定した二酸化塩素濃度を維持したの
に対して、比較例１では、５日を越えた時点で二酸化塩素濃度が大きく減少し、その後も
減少しつづけた。このことから本発明に係る気体発生装置は、十分に長期にわたって安定
的に気体を生じさせることが可能であることがわかった。
【符号の説明】
【００５４】
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１，１１，２１…第１の容器、２，１２，２２…第２の容器、１ａ，１１ａ…第１の容器
の開口、２ａ，１２ａ…第２の容器の開口、３，１３…吸液材、３ａ，３ｂ…吸液部、３
ｃ…蒸散部、５，１５…容器保持体、１０，２０…気体発生装置、１３ａ，１３ｂ…領域
（吸液部）、１３ｃ…領域（蒸散部）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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